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令和６年度 健康保険 被扶養者資格の再確認〔検認〕の実施について 

  

  事前に対象の事業主様、事務担当者へ通知させていただきました通り、健康保険

法施行規則第 50条の規定に基づき、健康保険の被扶養者資格の再確認 （以下「検

認」）を下記のとおり実施いたします。 

この検認は、適切な保険診療を受けていただくために、現在、被扶養者となってい

る方が引き続きその資格があるかの調査を行うものです。 

加入者の皆様の負担軽減のため、個人番号（マイナンバー）を利用した情報連携に

より、検認対象者の収入情報・住民票情報等を当組合が取得し、調査を行ってまいり

ます。 

これにより、「被扶養者の範囲内で認定継続」となった対象者については、事業主

様、加入者の皆様が行う手続きはありません。 

ただし、「前年の収入が被扶養者の基準をみたしていない」、「個人番号で収入情報

等が取得できない」、「自営業者（事業等所得）」、「被保険者と別居（仕送り）」、「配偶

者が被扶養者ではなく当組合未加入」である対象者は、「追加確認が必要」となりま

すので、当組合から対象者の「調査表」を事業主様に送付いたしますので、調査表に

「必要書類を添付」してご提出をお願い致します。 

また、厚生労働省が個人番号を利用し、健康保険の資格確認を行った結果、「資格

が重複している可能性」があると当組合に通知された対象者につきましても、「調査

表」を送付いたしますので、資格を確認のうえ提出をお願い致します。 

皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

１．対象者 

（１） 令和６年３月３１日以前に被扶養者認定をした、事業所番号「２１０１」 

から「２４５８」までの事業所の被扶養者 

（２）厚生労働省が健康保険の資格確認を行った結果、「資格が重複している可能 

性」があると当組合に通知された被扶養者 



 

 

２．検認方法 

（１）事前：個人番号（マイナンバー）を利用した情報連携による収入情報等確認 

  ※当組合が行い、事業主様が行う手続きはありません。 

（２）追加：「被保険者・被扶養者調査表」による確認方式 

  ※当組合から対象者の調査表を送付 ⇒ 

 事業主様・加入者様が調査表に必要書類を添付し提出 

    

３．スケジュール 

令和６年 ９月   〔当組合〕個人番号による情報連携を利用した調査開始 

 令和６年１０月   〔当組合〕追加調査対象者抽出・調査表送付 

令和６年１２月２６日〔事業主様・加入者様〕調査表・必要書類提出期限 

令和７年 ２月   〔当組合〕検認完了予定 

 

４．検認の結果被扶養者としての資格要件を満たしていない場合 

（１）事由発生日が「明確な場合（就職日等）」は、その日付で被扶養者資格が削 

除となります。調査表の「被扶養者でなくなった日」に日付を記入してください。 

（２）事由発生日が「明確でない場合」は、組合で定めた日（令和７年４月１日付） 

を以って被扶養者資格を削除いたします。  

 

 

 ※個人番号を利用した情報連携については、「番号法（行政手続きにおける特定 

  の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）」における利用目的の範 

囲内でのみ取り扱いを行います。 
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事務局 個人情報保護管理課 
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